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●用語の定義 

募集要項で使用する用語は、本文中において特に明示されるものを除き、「用語の定義」にお

いて定められた意味を有する。 

 

用語 定義 

市 会津若松市をいう。 

本事業 「県立病院跡地利活用事業」をいう。 

公共施設等 本事業を実施する建物本体、建築設備、付帯設備、植栽・外構等の総称をいう。 

ＤＢＯ方式 Design Build Operate の略。公共施設等の設計（Design）、建設（Build）、運営

（Operate）を一括して委ねる方式をいう。 

本事業用地 本事業実施のための用地をいう。具体的には、旧県立会津総合病院跡地全域及

び市営城前団地の敷地の一部（建て替えにより余剰地となった一部敷地）で構

成される。 

公共施設等用地 本事業用地のうち、北側に位置する本事業に供する用地 

将来活用用地 本事業用地のうち、南側に位置する本事業に供しない用地（市にて別途将来的

な活用を予定している用地であり、当面の間、臨時駐車場として活用する見込

みである） 

建設ＪＶ 本事業の設計を行う者と本事業の建設を行う者による共同企業体をいう。設計

を行う者と建設を行う者がすべて同一企業の場合を含む。 

開業準備受託者 本事業の開業準備を行う者をいう。 

運営ＪＶ 本事業の維持管理を行う者と本事業の運営を行う者による共同企業体をいう。

維持管理を行う者と運営を行う者がすべて同一企業の場合を含む。 

応募者 本事業への応募企業又は企業グループをいう。 

事業者 市と本事業の基本契約を締結する事業者をいう。選定された応募者のうち、構

成企業で構成される。 

代表企業 構成企業のうち、参加表明書及び参加資格申請書類にて事業者を代表とする者

として申請された者をいう。 

構成企業 応募者を構成する企業又は法人のうち、建設ＪＶを構成する企業若しくは法人、

開業準備受託者又は運営ＪＶを構成する企業若しくは法人をいう。 

設計企業 公共施設等及び道路拡幅・交差点改良、水路付け替えの設計を行う者をいう。 

建設企業 公共施設等及び道路拡幅・交差点改良、水路付け替えの建設を行う者をいう。 

維持管理企業 公共施設等の維持管理を行う者をいう。 

運営企業 公共施設等の運営を行う者をいう。 

基本契約 事業者に本事業を一括で発注するために、市と事業者が締結する契約をいう。 

設計・建設工事請

負契約 

本事業の設計及び建設の実施のために、基本契約に基づき、市と建設ＪＶが締

結する契約をいう。 

開業準備業務委託

契約 

本事業の開業準備（供用開始前の統括管理業務を含む）の実施のために、基本

契約に基づき、市と開業準備受託者が締結する契約をいう。 



 

用語 定義 

指定管理業務に関

する協定 

本事業の維持管理・運営（供用開始後の統括管理業務を含む）の実施のために、

基本契約に基づき、市と運営ＪＶが締結する協定をいう。 

事業契約等 基本契約、設計・建設工事請負契約、開業準備業務委託契約及び指定管理業務

に関する協定の総称をいう。 
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第１章 本書の位置づけ 

本募集要項は、会津若松市（以下「市」という。）が、「県立病院跡地利活用事業」を実施

するに当たり、応募者を対象に公表するものである。  

なお、次の文書は、本募集要項と一体のものである。したがって、提案書類の作成に当た

っては、募集要項等を熟読の上、漏れの無いように努めること。また、募集要項等と、先に

市が公表した実施方針に関する質問・意見への回答、要求水準書（案）に関する質問・意見

への回答、その他先に公表した資料及び回答との間に異なる点がある場合には、募集要項等

の規定が優先するものとする。 

 

 要求水準書 

 評価基準 

 様式集 

 基本契約書（案） 

 設計・建設工事請負契約書（案） 

 開業準備業務委託契約書（案） 

 指定管理業務に関する仮協定書（案） 

 

  



 

2 

 

第２章 事業内容に関する事項 

１ 事業内容に関する事項 

(1)  事業名称 

県立病院跡地利活用事業 

 

(2)  公共施設等の管理者の名称 

会津若松市長 室井 照平 

 

(3)  本事業の目的 

本事業は、子どもの屋内遊び場を核とした公共施設の整備により、市における子育て環境

の充実や賑わいと活気の創出を目指すものであり、施設の設計・建設・維持管理・運営につ

いて、事業者の創意工夫を活用することにより、財政負担の縮減及び公共サービスの水準の

向上等を図ることを目的とする。 

 

(4)  本事業の整備コンセプト 

①  居場所を提供する 

子どもたちが遊んだり、学んだり、体験したり、未就学児から高校生まで、年齢、障が

いの有無に関わらず、成長に合わせて多様な過ごし方ができる場所 

② 機会を提供する 

子どもたちが、様々な能力を伸ばせるよう、達成感を味わえるよう、多様な遊びの要素

とチャレンジできる機会を提供する場所 

③ 環境を提供する 

子どもや保護者など、様々な方が関わり、相互理解や多世代交流を深められる環境を提

供する場所 

 

以上より、整備コンセプトを以下のとおりとする。 

 

 

 

 

 

(5)  事業方式 

本事業は、市による公共施設等の整備及び維持管理・運営を一括して委ねるＤＢＯ方式と

する。 

  

～ 子どもたちを中心に人々が自然と集う場 ～ 

（みんなの交流拠点） 
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(6)  契約形態 

①  市は、本事業を一括で発注するために優先交渉権者と、本事業に係る基本契約を締結す

る。 

②  市は、基本契約に基づいて、本事業の設計を行う者と建設を行う者による共同企業体等

（設計を行う者と建設を行う者がすべて同一企業の場合は当該企業。）（以下「建設ＪＶ」

という。）と本事業に係る設計・建設工事請負契約を締結する。 

③  市は、基本契約に基づいて、本事業の開業準備を行う者（以下「開業準備受託者」とい

う。）と本事業に係る開業準備業務委託契約を締結する。 

④  市は、基本契約に基づいて、本事業の維持管理を行う者と運営を行う者による共同企業

体等（維持管理を行う者と運営を行う者がすべて同一企業の場合は当該企業。）（以下「運

営ＪＶ」という。）と本事業に係る指定管理業務に関する協定を締結する。 

⑤  基本契約、設計・建設工事請負契約、開業準備業務委託契約及び指定管理業務に関する

協定の各々についての締結主体を「別紙１ 事業スキーム図」に示す。 

 

(7)  事業者の業務範囲 

① 公共施設等の整備業務（道路拡幅・交差点改良、水路付け替えを含む） 

ア  設計業務 

(ｱ) 調査業務 

(ｲ) 設計業務（公共施設等（建築物等）、道路拡幅・交差点改良、水路付け替え） 

(ｳ) 申請等業務 

(ｴ) その他業務 

イ  建設工事業務 

(ｱ) 着工前業務 

(ｲ) 建設期間中の業務 

(ｳ) 備品等調達設置業務 

(ｴ) 完成後業務 

(ｵ) その他施設整備上必要な業務 

② 公共施設等の開業準備業務 

ア  供用開始前の統括管理業務 

イ  維持管理・運営体制の確立業務 

ウ  供用開始前の広報活動業務 

エ  供用開始前の予約受付業務 

オ  開館式典実施業務 

カ  開業準備期間中の維持管理業務 

③ 公共施設等の維持管理業務 

ア  建築物保守管理業務 

イ  建築設備保守管理業務 

ウ  備品等保守管理業務 

エ  清掃業務 
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オ  警備業務 

カ  環境衛生管理業務 

キ  外構等保守管理業務 

ク  除排雪業務 

ケ  修繕・更新業務 

④ 公共施設等の運営業務 

ア  供用開始後の統括管理業務 

イ  運営管理業務 

ウ  使用許可等に関する業務 

エ  使用料の徴収代行及び還付業務 

オ  自主事業 

⑤ 便益機能に関する業務 

ア  飲食・休憩スペースの運営等 

イ  事業者の提案による便益機能の運営（提案便益機能） 

 

(8)  事業者の収入 

本事業における事業者の収入は、次のとおりである。 

① 設計及び建設業務に係る対価 

市は、事業者（建設ＪＶ）が実施する設計及び建設業務に係る対価について、整備費と

して事業者（建設ＪＶ）に支払う。 

② 開業準備、維持管理及び運営業務に係る対価 

市は、事業者（開業準備受託者又は運営ＪＶ）が実施する開業準備、維持管理及び運営

業務に係る対価について、開業準備業務委託契約による委託料及び指定管理業務に関する

協定に定める指定管理料の額を事業者（開業準備受託者又は運営ＪＶ）へ支払う。 

③ 一時預かりサービス提供に係る利用料 

事業者（運営ＪＶ）が、一時預かりサービスの提供に伴い、利用者から得る利用料につ

いては、事業者（運営ＪＶ）自らの収入とすることができる。 

④ 自主事業に係る収入 

事業者（運営ＪＶ）が、本施設の設置目的及び方針に基づき事業者が企画立案し、市の

承認を得て実施するイベント等による収入については、事業者（運営ＪＶ）自らの収入と

することができる。 

⑤ 便益機能に係る収入 

事業者（運営ＪＶ）が本施設の一部を活用し、実施する便益機能の収入は事業者（運営

ＪＶ）自らの収入とすることができる。 

 

(9)  事業期間 

① 本事業に係る事業期間（事業契約等に基づく業務期間） 

事業契約等締結日から令和 25年３月末までの期間とする。 

事業者の提案により、令和 10年５月５日よりも前に開業することは可能である。その場
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合においても、維持管理及び運営期間の終了は令和 25年３月までとする。 

公共施設等の設計及び建設期間 事業契約等締結～令和 10年４月 

公共施設等の開業準備期間 事業者提案～供用開始日の前日 

供用開始日（施設開業日） 令和 10年５月５日（予定） 

公共施設等の維持管理及び運営期間 令和 10年５月～令和 25年３月 

 

 

(10) 事業スケジュール（予定） 

事業のスケジュール（予定）は次のとおりである。 

基本契約、開業準備業務委託契約の本契約及び 

設計・建設工事請負契約の仮契約の締結 

令和７年 10 月 

設計・建設工事請負契約に係る議会議決 

（本契約締結） 

令和７年 12 月 

指定管理業務に関する仮協定の締結 令和７年 12 月以降 

公共施設（公の施設）の設置条例制定 令和７年 12 月以降 

公共施設等の設計及び建設期間 令和７年 12 月～10 年４月 

公共施設等の開業準備期間 事業者提案～令和 10年４月 

指定管理者指定の議決 令和８年３月以降 

公共施設等の維持管理及び運営期間 令和 10年５月～令和 25年３月 

 

(11) 事業の実施に必要と想定される根拠法令等 

本事業の実施にあたり、事業者は関連する関係法令、条例、規則及び要綱等を遵守すると

ともに、各種基準、指針等についても本事業の市が要求する整備水準及びサービス水準（以

下「要求水準」という。）と照らし合わせて適宜参考とすること。 
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第３章 応募に関する条件等 

１ 応募者の備えるべき参加資格要件 

(1)  応募者の構成等 

応募者の構成等は、次のとおりとする（「別紙１ 事業スキーム図」も参照のこと）。 

①  応募者は、本事業の設計企業、建設企業、維持管理企業及び運営企業の構成企業で構成

すること。 

②  応募者は、資格審査申請時に構成企業の中から代表企業を定め、代表企業が応募手続き

等を行うこと。 

③  参加表明書提出以降、応募者の構成企業の変更は原則として認めない。ただし、やむを

得ない事情が生じた場合は、市と協議を行う。 

④  応募者の構成企業は、他の応募者の構成企業になることはできない。 

 

(2)  応募者の参加資格要件 

① 応募者の参加資格要件（共通） 

応募者の構成企業は、次の参加資格要件を満たすこと。 

ア  本事業を円滑に遂行できる安定的かつ健全な財務能力を有していること。 

イ  本事業を効率的かつ効果的に実施できる経験及びノウハウを有していること。 

② 応募者の参加資格要件（業務別） 

設計、建設、維持管理及び運営の各業務に当たる者は、上記①の要件の他にそれぞれ次

の資格要件を満たすこと。また、下記要件を満たす限りにおいて、設計、建設、維持管理

及び運営の各業務に当たる者を兼ねることも可能とする。 

参加資格要件は、原則として参加表明書の提出期限日において満たす必要があり、か

つ、参加表明書の提出期限日から事業契約等締結前日までの間、継続して資格要件を満た

さなければならない。なお、市の競争入札参加資格を有さない者を含む参加の場合の取扱

いは(3)、参加資格要件を満たさなくなった場合の取扱いは(7)に示す。 

ア  設計業務に当たる者（設計企業） 

設計業務に当たる者は、(ｱ)、(ｲ)、(ｳ)の要件を満たすこと。ただし、設計業務に当

たる者が複数である場合は、そのうちの１者は(ｱ)、(ｲ)、(ｳ)の要件を満たし、他の者

は(ｱ)、(ｲ)を満たすこと。 

(ｱ) 建築士法（昭和 25年法律第 202号）第 23条の規定に基づく一級建築士事務所の

登録を行っていること。 

(ｲ)  会津若松市の入札参加資格者名簿（建築設計）に登載されていること。 

(ｳ)  平成 25年４月１日以降に、延べ床面積 1,000㎡以上の公共施設に係る、基本設

計又は実施設計業務を元請として受託し、かつ履行した実績を有していること。 

イ  建設業務に当たる者（建設企業） 

建設業務に当たる者は、(ｱ)～(ｵ)の要件を満たすこと。ただし、建設業務に当たる者

が複数である場合は、全ての者が(ｱ)～(ｳ)を満たし、(ｴ)の要件を満たす者が１者以上

及び(ｵ)の要件を満たす者が１者以上含まれればよいものとする。 
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(ｱ) 建設業法（昭和 24年法律第 100号）第 15条の規定に基づく工事業について、特

定建設業の許可を受けていること。 

(ｲ) 会津若松市の入札参加資格名簿（建築一式）に登載されていること。 

(ｳ) 市内又は準市内業者においては、建築工事一式の資格総合点数※1が 780 点以上で

あること、市外業者の場合は、経営事項審査結果における建築一式工事の総合評定

値が 1,500点以上であること。 

※1 資格総合点数とは、建設業法に規定する経営事項審査結果の該当工種の総合

評定値に会津若松市で設定した特別点数を加点した点数のこと。 

(ｴ) 市内に本社又は本店を有するものであること。 

(ｵ) 平成 25年４月１日以降に、延べ床面積 1,000㎡以上の公共施設の工事に係る施工

実績を単独又は共同企業体の構成員（いずれも元請）として有していること。なお、

その施工実績が共同企業体の場合は、当該公共企業体の構成員の中で最大の出資比

率を有するものであること。 

ウ  維持管理業務に当たる者（維持管理企業） 

維持管理業務に当たる者は、(ｱ)～(ｳ)の要件を満たすこと。ただし、維持管理業務に

当たる者が複数である場合は、全ての者が(ｱ)、(ｲ)を満たし、(ｳ)の要件を満たす者が

１者以上含まれればよいものとする。 

(ｱ) 維持管理業務の遂行において、担当する業務に必要となる資格（許可、登録、認

定等）及び資格者を有すること。 

(ｲ) 会津若松市の入札参加資格名簿（一般委託又は物品）に登載されていること。 

(ｳ) 平成 25年４月１日以降に、公共施設に係る維持管理業務について、２年以上の

実績を有するものであること。 

エ  運営業務に当たる者（運営企業） 

運営業務に当たる者は、(ｱ)～(ｳ)の要件を満たすこと。ただし、運営業務に当たる者

が複数である場合は、全ての者が(ｱ)、(ｲ)を満たし、(ｳ)の要件を満たす者が１者以上

含まれればよいものとする。 

(ｱ) 運営業務の遂行において、担当する業務に必要となる資格（許可、登録、認定

等）及び資格者を有すること。 

(ｲ) 会津若松市の入札参加資格者名簿（一般委託又は物品）に登載されていること。 

(ｳ) 平成 25年４月１日以降に、次のいずれかの施設に係る運営業務について、２年

以上の実績を有すること。 

(a) 子どもを主な利用対象とし、「遊び場・遊戯施設」等の名称にて設置されて

いる公共施設（複合施設内にある屋内遊び場コーナー等を含む）に加えて、図

書館、博物館、公民館、生涯学習センター等の社会教育施設又は生涯学習施設

及び公共スポーツ施設（社会体育施設又は公園施設）など 

(b) 児童福祉法（昭和 22年法律第 164号）第７条第１項に規定する児童福祉施

設のうち、保育所、幼保連携型認定こども園又は児童厚生施設 

(c) 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律

（平成 18年法律第 77号）第３条第１項及び第３項の規定に基づき認定された
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幼保連携型認定こども園以外の認定こども園 

(d) 児童福祉法第６条の３第６項に規定する地域子育て支援拠点事業として設置

される子育て支援センター 

(e) 遊具が設置されている幼児・児童の遊び場の提供を目的とした施設のうち、

市が認めるもの（見守り等のサービス提供を含む「遊び場」として商業施設等

内に設置・営業されている民間施設など） 

 

(3)  市の競争入札参加資格を有さない者を含む参加の場合 

本事業へ応募するためには、原則として応募者を構成する全ての者が市の競争入札参加資

格を有する必要がある。市では、新規の入札参加資格登録申請の受付と入札参加資格者名簿

への登録を次のスケジュールで行っていることから、市の競争入札参加資格を有さない者が

本事業の応募者を構成する者となる場合は、当該手続により入札参加資格者名簿への登録を

行うこと。 

 

■新規入札参加資格登録のスケジュール 

新規入札参加資格者名簿登録申請の受理期間 入札参加資格者名簿登録の時期 

６日から 20日までに受理したもの 翌月１日登録 

21日から翌月５日までに受理したもの 翌月 15日登録 

 

(4)  応募者の制限 

次に該当する者は、応募者の構成企業になることはできない。 

ア 地方自治法施行令第 167条の４の規定に該当する者 

イ 会津若松市入札参加停止等措置基準（平成 25年３月 22日決裁）に基づく入札参加停

止措置期間中の者 

ウ プロポーザルに応募する他の者と資本関係又は人的関係（取締役等の兼務）がある者 

エ 会津若松市発注工事等からの暴力団等排除措置要綱（平成 19年 12月 14日決裁）に定

める排除措置対象者に該当する者 

オ 会社更生法（平成 14年法律第 154号）に基づく更生手続開始の申立てがなされている

者、又は民事再生法（平成 11年法律第 225号）に基づく再生手続開始の申立てがなされ

ている者（ただし、手続き開始決定を受けている者を除く） 

カ 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律（平成 17年法律第 87号）第 64条

による改正前の商法（明治 32年法律第 48号）第 381条第１項の規定による会社整理の

開始の申立て又は同条第２項の規定による通告がなされている者 

キ 破産法（平成 16 年法律第 75号）第 18条若しくは第 19条の規定による破産の申立て

がなされている者 

ク 直近事業年度の法人税、法人住民税、法人事業税、消費税及び地方消費税を滞納して

いる者 

ケ 市が本事業について、アドバイザリー業務を委託した者と資本面又は人事面において
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関連のある者 

※「資本面において関連のある者」とは、当該企業の発行済株式総数の 100分の 50を

超える株式を有し、又はその出資の総額の 100分の 50を超える出資を行っている者

をいい、「人事面において関連のある者」とは、当該企業の代表権を有している役員

を兼ねている者をいう。 

本事業のアドバイザリー業務に関与した者は次のとおりである。 

・パシフィックコンサルタンツ株式会社 

（東京都千代田区神田錦町三丁目 22番地） 

・アンダーソン毛利･友常法律事務所外国法共同事業 

（東京都千代田区大手町 1-1-1） 

コ 本事業の事業者選考委員会の委員が属する者若しくはその者と資本面又は人事面にお

いて関連のある者 

 

(5)  地域経済への配慮 

応募者は、構成企業に、市内に本社・本店を有する市内企業を加えるよう努めること（な

お、上記(2)②イに示すとおり、建設企業は 1者以上、市内に本社又は本店を有する企業を

含める必要がある）。また、従業員を市内から優先的に雇用することや、必要な資機材・消

耗品等を市内企業から調達することなど、地域経済の振興に配慮すること。 

 

(6)  参加資格の確認 

参加資格の確認は、原則として、参加表明書の提出期限日を基準に行うものとする。 

 

(7)  参加資格要件を満たさなくなった場合の取り扱い 

参加資格確認後、構成企業が参加資格要件を満たさなくなった場合は、当該応募者は参加

資格を喪失するものとし、次の取扱いとする。なお、参加資格の喪失に対して、市は一切の

費用負担を負わないものとする。また、本事業に関して不正な行為を行った場合の取扱いに

ついては、基本契約書に従うものとする。 

① 参加資格を有する者であることの確認を受けた日から優先交渉者決定前日までの間に参

加資格を喪失した場合 

ア  代表企業が資格要件を喪失した場合 

参加資格を喪失した代表企業が担当する予定であった業務を、他の構成企業が代わ

り、かつ、他の構成企業の中から新たに代表企業を選定する場合に限り、提案書類を提

出することができる。ただし、参加資格を喪失した当初の代表企業を応募者から除外し

なければならない。 

イ  代表企業以外の構成企業が資格要件を喪失した場合 

参加資格を喪失した構成企業が担当する予定であった業務を、別の構成企業が代わる

場合は、当該優先交渉権者決定に影響はないものとして取り扱うものとする。 

また、参加資格を喪失した構成企業が担当する予定であった業務を代わる構成企業が

応募者の中に存在しない場合は、新たに参加資格の確認を受けた上で、構成企業の追加
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を認め、当該優先交渉権者決定に影響はないものとして取り扱うものとする。 

② 優先交渉権者決定日から事業契約等締結日前日までに参加資格を喪失した場合 

ア  代表企業が資格要件を喪失した場合 

当該応募者を失格とし、市は次点交渉権者と契約交渉を行うことができる。 

イ  代表企業以外の構成企業が資格要件を喪失した場合 

参加資格を喪失した構成企業が担当する予定であった業務を、別の構成企業が代わる

場合は、当該優先交渉権者決定に影響はないものとして取り扱うものとする。 

また、参加資格を喪失した構成企業が担当する予定であった業務を代わる構成企業が

応募者の中に存在しない場合は、新たに参加資格の確認を受けた上で、構成企業の追加

を認め、当該優先交渉権決定に影響はないものとして取り扱うものとする。 

③ 参加資格を喪失した企業の取扱い 

いずれの場合においても、参加資格を喪失した構成企業は応募者から除外されるものと

する。 

 

２ 応募に関する留意事項 

(1)  募集要項等の承諾 

応募者は、募集要項等に記載された内容を承諾の上、応募に参加すること。 

 

(2)  応募に伴う費用負担 

応募に伴う費用は、全て応募者の負担とする。 

 

(3)  使用言語、単位及び時刻 

本事業の応募に関して使用する言語は日本語、単位は計量法（平成４年法律第 51号）に

定めるもの、通貨単位は円、時刻は日本標準時とする。 

 

(4)  公正な応募の確保 

応募に当たって、応募者は私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭和 22年

法律第 54 号）に抵触する行為を行ってはならない。なお、後日、不正な行為が判明した場

合、市は契約の解除等の措置を取ることがある。 

 

(5)  応募に係る提出書類の取扱い 

① 著作権 

本事業に関する提案書類の著作権は応募者に帰属するものとし、審査結果の公表以外に

は使用しないものとする。ただし、選定事業者の提案書類は、特に市が必要と認めるとき

には、提案書類の全部又は一部を無償で使用できるものとする。 

なお、応募者からの提出書類については返却しないものとする。 

② 特許権等 

提案内容に含まれる特許権、実用新案権、意匠権、商標権等に日本国の法令に基づいて

保護される第三者の権利の対象となっている事業手法、工事材料、施工方法、維持管理方
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法等を使用した結果生じた責任は、提案を行った応募者が負うものとする。これによって

市が損失又は損害を被った場合には、当該応募者は市に対して当該損失及び損害を補償及

び賠償しなければならない。 

 

(6)  応募の無効 

次のいずれかに該当する場合は、無効とする。 

ア 参加者の資格を具備しないもの 

イ 金額を訂正した提案価格書によるもの 

ウ 委任状において記名押印のないもの 

エ 委任状を有しない代理人のしたもの 

オ 提案価格を表示しないか又は不明確なもの 

カ 自己のなしたものと他人のなしたものとにかかわらず同一人の名をもって２人以上の

応募をしたもの 

キ 上記に掲げるものの他、応募の条件に違反したもの 

 

(7)  市の提供する資料の取扱い 

応募者（応募を辞退した者を含む。）は、市が提供する資料を、本事業の応募に係る検討

以外の目的で使用することはできない。 

 

(8)  特別目的会社（ＳＰＣ）の取扱いについて 

本事業では、応募者の構成企業が出資する特別目的会社（ＳＰＣ）の設立は必須としてお

りませんが、必要に応じて、応募者の構成企業が出資するＳＰＣが事業契約等の相手方とな

ることを認めることがあります。 

当該ＳＰＣが事業契約等の相手方となることを想定する場合、予め事業提案の中でＳＰＣ

の考え方やストラクチャーが示され、事業契約等の締結までに設立されていることを原則と

します。 

なお、本市は承諾にあたり、本事業の安定性の確保やＳＰＣと構成企業との関係性などを

総合的に判断するため、提案がなされていることをもって直ちに承諾するものではない点に

留意してください。 
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第４章 応募の手続き等 

１ 事業者の募集及び選定のスケジュール 

(1)  事業者の募集及び選定のスケジュール 

事業者の募集及び選定にあたっては、次の手順及びスケジュールで行う予定である。 

募集要項等の公表 令和７年 1月 14日 

募集要項等に関する説明会 令和７年２月４日 

募集要項等に関する質問の受付 令和７年２月７日まで 

募集要項等に関する質問の回答・公表 令和７年２月 25日(予定) 

参加検討者との対話の申込受付 令和７年３月５日まで 

参加検討者との対話の実施 令和７年３月 13日 

参加検討者との対話による共通認識事項等の公表 令和７年４月１日まで 

参加表明書等の受付 令和７年４月 16日まで 

参加資格審査結果の通知 令和７年５月７日(予定) 

参加資格審査通過者との対話の実施 令和７年５月 12日 

参加資格審査通過者との対話による共通認識事項等の公表 令和７年５月 30日まで 

提案書の受付 令和７年７月２日まで 

提案に関するヒアリングの実施 令和７年８月 

優先交渉者の決定及び公表 令和７年８月 

基本契約、開業準備業務委託契約の本契約及び 

設計・建設工事請負契約の仮契約の締結 
令和７年 10 月 

設計・建設工事請負契約に係る議会議決（本契約締結） 令和７年 12 月 

指定管理業務に関する仮協定の締結 令和７年 12 月以降 

公共施設（公の施設）の設置条例制定 令和７年 12 月以降 

指定管理者指定の議決 令和８年３月以降 
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２ 応募の手続 

(1)  募集要項等に関する説明会について 

募集要項等に関する説明会の実施については、次のとおりとする。 

 

① 開催日時等 

日 時 令和７年２月４日（火）午後２時～ 

説明会 会津若松市生涯学習総合センター【愛称：會津稽古堂】 

（会津若松市栄町３番 50号） 

注意事項 ・当日は、資料配付は予定していないため、必要に応じて市ホームページ

からダウンロードした資料を持参すること。 

・参加人数は、１企業４名までとする。 

・当日、受付にて名刺の提供を求めるため、持参すること。 

・冬期（積雪期）のため、現地説明会は行いませんが、要望のある方には、

別途、説明会の前後に現地を案内することも可能です。 

 

② 参加申込方法 

受付期間  令和７年１月 15日（水）から 

令和７年１月 31日（金）午後４時まで（必着） 

受付方法 電子メールにより受け付けます。 

提出様式 様式集に示すとおり。 

注意事項 ・様式は、市ホームページからダウンロードすること。 

・電子メールの件名は、【（事業者名）説明会参加申込】とすること。 

・電子メール送信後、申込書提出者は以下のメールアドレスに送付した

旨を開庁時間内かつメール送信１時間以内に電話連絡し、様式の到達

を確認すること。 

提出先 会津若松市 企画政策部 企画調整課 

電子メールアドレス：kikaku@tw.city.aizuwakamatsu.fukushima.jp 

電話番号：0242-39-1201（開庁時間：午前８時 30分～午後５時 15分） 

 

(2)  募集要項等に関する質問の受付及び回答公表 

募集要項等に関する質問及び意見の受付は、次の手順により行う。 

① 質問の受付 

受付期間  令和 7年１月 15日（水）から 

令和 7年２月７日（金）午後４時まで（必着） 

受付方法 電子メールにより受け付けます。 

提出様式 様式集に示すとおり。 

注意事項 ・様式は、市ホームページからダウンロードすること。 

・電子メールの件名は、【（事業者名）募集要項等質問】とすること。 



 

14 

 

・電子メール送信後、申込書提出者は以下のメールアドレスに送付した

旨を開庁時間内かつメール送信１時間以内に電話連絡し、様式の到達

を確認すること。 

・質問を提出できる者は、本事業への参加を検討している法人等に限り

ます（個人の方からの質問及び意見の提出はお控えください）。 

提出先 会津若松市 企画政策部 企画調整課 

電子メールアドレス：kikaku@tw.city.aizuwakamatsu.fukushima.jp 

電話番号：0242-39-1201（開庁時間：午前８時 30分～午後５時 15分） 

 

② 募集要項等に関する質問への回答公表 

質問及び質問に対する回答は、市ホームページにて公表する。 

ただし、質問者の特殊な技術、ノウハウ等に関わり、質問者の権利、競争上の地位その

他正当な利益を害するおそれがあると考えられるものは公表しない。 

回答公表日：令和 7 年２月 25 日（火）（予定） 

 

(3)  参加検討者との対話の実施 

市は、本事業への参加を検討しているグループ（以下「参加検討者」という。）との個別

対話の場を設ける。この対話は、市及び参加検討者が十分な意思疎通を図ることによって、

参加検討者による募集要項等の理解の促進と本事業への参入障壁の緩和を目的とするととも

に、必要に応じて、市が募集要項等の修正・見直しを行うこと等を目的とする。 

なお、対話内容は、応募可否に直結する募集要項等に関する重要論点を中心とし、募集要

項等の単純な疑義事項については可能な限り募集要項等に関する質問で行うこと。 

 

① 開催日時等 

日 時 令和 7年３月 13日（木） 

対話会場 会津若松市生涯学習総合センター【愛称：會津稽古堂】 

（会津若松市栄町３番 50号） 

対話手法 ・市は、参加検討者との対話の実施に先立ち、対話における議題・質問等

を受け付ける。 

・また、募集要項等の記載内容の解釈の確認や参加検討者による修正提案

を行うことを目的に、必要に応じて、参加検討者が対話の場で募集要項

等の修正案等を提示することも可とする。 

・参加者は、当日の対話内容について対話議事録（案）を作成し、市に提

出すること。市がその内容を確認した上で、確定するものとする。なお、

市が作成し公表する共通認識事項等は、この内容を前提とする。 

注意事項 ・当日の参加人数は、１グループ 10名までとする。 

・対話の実施上知り得た情報に関して、市の許可なく発表、公開、漏えい、

利用しないこと。 
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・対面・口頭による意見交換を原則とするが、パワーポイントを使用する

場合には、事前にその旨を申し出ること。 

・特別な理由がない限り、対話途中の入退室や Web会議の併用等は認めま

せんが、録音機の使用は認めるものとします。 

 

② 参加申込方法 

対話参加者 本事業への応募を検討しているグループで、対話を希望する者。 

受付期間 令和 7年２月 26日（水）から 

令和 7年３月５日（水）午後４時まで（必着） 

受付方法 電子メールにより受け付けます。 

提出様式 様式集に示すとおり。 

注意事項 ・様式は、市ホームページからダウンロードすること。 

・電子メールの件名は、【（事業者名）参加検討者との対話申込】とする

こと。 

・電子メール送信後、申込書提出者は以下のメールアドレスに送付した

旨を開庁時間内かつメール送信１時間以内に電話連絡し、様式の到達

を確認すること。 

・申込にあたっては、参加検討者を構成する全ての企業の参加を求める

ものではなく、一部の企業のみの参加も可能ですが、現時点でグルー

プが組成されている場合には、可能な限り、個別企業単位ではなくグ

ループ単位で参加申込を行ってください。 

提出先 会津若松市 企画政策部 企画調整課 

電子メールアドレス：kikaku@tw.city.aizuwakamatsu.fukushima.jp 

電話番号：0242-39-1201（開庁時間：午前８時 30分～午後５時 15分） 

 

③ 参加検討者との対話における共通認識事項等の公表 

参加検討者との対話を実施した結果、競争上、認識を共有する必要がある事項について

は、対話による共有認識事項等として、令和７年４月１日（火）までに対話を行った参加

検討者への通知及び市ホームページへの公表を行う。ただし、応募者の提案ノウハウ等に

関わり、応募者の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあると考えられ

るものについて通知及び公表しない。 

また、必要に応じて、市は募集要項等の修正・見直しを行うことを想定している。 

 

(4)  運営業務に当たる者の応募に必要な実績確認の受付 

運営業務に当たる者の応募に必要な実績確認を次のとおり受け付ける。なお、本確認は、

運営業務の実績について、提出可能なものかを確認するためのものであり、参加資格審査は

別途行う。また、本確認の提出は応募に際して任意とする。 
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① 実績確認の受付 

受付期間  令和７年１月 15日（水）から 

令和７年３月 28日（金）午後４時まで（必着） 

受付方法 電子メールにより受け付けます。 

提出様式 様式集に示すとおり。 

注意事項 ・様式は、市ホームページからダウンロードすること。 

・電子メールの件名は、【（事業者名）運営実績確認書提出】とするこ

と。 

・電子メール送信後、申込書提出者は以下のメールアドレスに送付した

旨を開庁時間内かつメール送信１時間以内に電話連絡し、様式の到達

を確認すること。 

提出先 会津若松市 企画政策部 企画調整課 

電子メールアドレス：kikaku@tw.city.aizuwakamatsu.fukushima.jp 

電話番号：0242-39-1201（開庁時間：午前８時 30分～午後５時 15分） 

 

② 実績確認の結果通知 

実績確認の結果については、提出者に対し、書面にて５開庁日以内に通知する。 

 

(5)  参加表明書及び参加資格審査申請書類の受付並びに参加資格審査の結果通知 

① 参加表明書及び実績確認の受付 

本事業への参加を希望する応募者は、参加表明書及び参加資格審査申請書類を提出し、

参加資格の審査を受けること。 

受付期間  令和７年４月７日（月）から 

令和７年４月 16日（水）午後４時まで（必着） 

受付方法 電子メールにより受け付けます。 

提出様式 ・様式集に示すとおり。 

注意事項 ・様式は、市ホームページからダウンロードすること。 

・電子メールの件名は、【（事業者名）参加表明書及び参加資格申請書類

提出】とすること。 

・電子メール送信後、申請書提出者は以下のメールアドレスに送付した

旨を開庁時間内かつメール送信１時間以内に電話連絡し、様式の到達

を確認すること。 

提出先 会津若松市 企画政策部 企画調整課 

電子メールアドレス：kikaku@tw.city.aizuwakamatsu.fukushima.jp 

電話番号：0242-39-1201（開庁時間：午前８時 30分～午後５時 15分） 

 

② 参加資格審査の結果通知 

参加資格審査の結果については、令和７年５月７日（水）までに応募者の代表企業に対し、
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書面にて通知する。 

なお、この際に通知する登録受付番号を用い、提案書類の作成を行うこと。 

 

(6)  参加資格がないと認められた者に対する理由の説明 

参加資格がないと認められた者は、市に対して参加資格がないと認めた理由について説明

を求めることができる。 

 

① 理由説明の受付 

受付期間  令和７年５月８日（木）から 

令和７年５月 23日（金）午後４時まで（必着） 

受付方法 電子メールにより受け付けます。 

提出様式 ・様式は自由とする。 

・電子メール送信後、提出者は以下のメールアドレスに送付した旨を開

庁時間内かつメール送信１時間以内に電話連絡し、様式の到達を確認

すること。 

提出先 会津若松市 企画政策部 企画調整課 

電子メールアドレス：kikaku@tw.city.aizuwakamatsu.fukushima.jp 

電話番号：0242-39-1201（開庁時間：午前８時 30分～午後５時 15分） 

 

② 理由説明の回答 

市は説明を求められた場合、令和７年５月 30 日（金）までに説明を求めた参加希望者の代

表企業に対して書面により回答する。 

 

(7)  参加資格審査通過者との対話の実施 

市は、資格審査通過者との個別対話の場を設ける。この対話は、市及び応募者が十分な意

思疎通を図ることによって、応募者による本事業の提案に向けた条件精査等を促すことを目

的として実施する。  

なお、対話内容は提案内容の根幹に関する内容を中心とし、様式集への記載方法等の単純

な質疑については可能な限り募集要項等に関する質問で行うこと。 

 

① 開催日時等 

日 時 令和７年５月 12日（月）（予定） 

対話会場 会津若松市生涯学習総合センター【愛称：會津稽古堂】 

（会津若松市栄町３番 50号） 

対話手法 ・市は、応募者との対話の実施に先立ち、対話における議題・質問等を

受け付ける。 

・また、市及び応募者の相互の意思疎通を円滑に図るため、必要に応じ

て、応募者が対話の場で図面、資料等を提示することも可能とする。 
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・参加者は、当日の対話内容を対話議事録として作成し、市に提出する

こと。市がその内容を確認した上で、確定するものとする。なお、市

が作成し公表する共通認識事項等は、この内容を前提とする。 

注意事項 ・当日の参加人数は、１グループ 10名までとする。 

・対話申込時は参加資格申請者の位置づけとなるが、当日の対話は参加資

格審査通過者が対象となる。そのため、参加資格がないと認められた者

は、本対話には参加できない点に留意すること。 

・対話の実施上知り得た情報に関して、市の許可なく発表、公開、漏えい、

利用しないこと。 

・対面・口頭による意見交換を原則とするが、パワーポイントを使用する

場合には、事前にその旨を申し出ること。 

・特別な理由がない限り、対話途中の入退室や Web会議の併用等は認めま

せんが、録音機の使用は認めるものとします。 

 

② 参加申込方法 

対話参加者 参加資格申請者で参加資格通過後に対話を希望する者。 

受付期間 令和７年４月７日（月）から 

令和７年４月 16日（水）午後４時まで（必着） 

（参加表明書とともに受け付けます） 

受付方法 電子メールにより受け付けます。 

（参加表明書とともに受け付けます） 

提出様式 様式集に示すとおり。 

注意事項 ・様式は、市ホームページからダウンロードすること。 

・電子メール送信後、提出者は以下のメールアドレスに送付した旨を開

庁時間内かつメール送信１時間以内に電話連絡し、様式の到達を確認

すること。 

提出先 会津若松市 企画政策部 企画調整課 

電子メールアドレス：kikaku@tw.city.aizuwakamatsu.fukushima.jp 

電話番号：0242-39-1201（開庁時間：午前８時 30分～午後５時 15分） 

 

③ 参加資格審査通過者との対話における共通認識事項等の公表 

参加資格審査通過者との対話を実施した結果、競争上、認識を共有する必要がある事項

については、対話による共有認識事項等として、令和７年５月 30日（金）までに対話を行

った応募者への通知及び市ホームページへの公表を行う。ただし、応募者の提案ノウハウ

等に関わり、応募者の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあると考え

られるものについて通知及び公表しない。 

 

(8)  応募の辞退 
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参加資格の確認を受けた応募者が、応募を辞退する場合は、提案書類提出期限までに、辞

退届を市へ電子メールにより提出すること。  

なお、応募を辞退した場合に、今後、市の行う業務において不利益な取扱いをされること

はない。 

 

(9)  提案書類の受付 

① 提案書類の受付 

参加資格の確認を受けた応募者は、提案書類を作成し、市へ提出すること。 

受付期間  令和７年６月 17日（火）から 

令和７年７月２日（水）まで（必着） 

受付方法 郵送（会津若松郵便局留・受付期限日必着）により受け付けます。 

なお、提案書類を市に直接送付した場合、失格となります。 

提出様式 ・様式集に示すとおり。 

注意事項 ・様式は、市ホームページからダウンロードすること。 

・郵送にあたっては、日本郵便における業務状況等を勘案し、あらかじ

め日数に余裕をもって差し出しを行うこと。ただし、郵便局留の郵便

物は、会津若松郵便局に到着してから 10日間しか保管されないことか

ら、会津若松郵便局に到着後 10 日を過ぎると差出人に返送されるた

め、十分留意のうえ差し出すこと。 

・また、受付期間である７月２日（水）に、会津若松郵便局に差し出し

た場合であっても、同局留としての到着は、差出日の翌日以降となる

場合があり、この場合は７月２日（水）までに提案書が到着していな

いものとし、失格となるため、十分注意すること。 

提出先 〒965-8799 会津若松郵便局留 

会津若松市役所 企画政策部 企画調整課 行 

「県立病院跡地利活用事業 提案書類」在中 

 

(10) 提案に関するヒアリング 

提案書類の内容の確認のために応募者に対するヒアリングを令和７年８月に実施する。詳

細については、追って応募者の代表企業に通知する。  
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第５章 公共施設等の立地並びに規模及び配置に関する事項 

 

１ 基本条件（現状） 

項  目 内   容 

所在地 福島県会津若松市城前 108、140-1、140-2、151、152、153、154、155、

59、60-12、111、122、113-2、113-3 

福島県会津若松市徒之町 1-1、5-1、11-1 

敷地面積 約 27,230 ㎡（都計道路・道路拡幅用地を含む） うち公共施設等用地 15,750 ㎡ 

周辺道路 

東側：市道若 3-358 号線（都市計画道路 千石町小田橋線）幅員 12.0m 

西側：市道若 3-182 号線 幅員約 5.0m 

南側：市道幹Ⅰ-11 号線（都市計画道路 藤室鍛冶屋敷線） 

幅員 12.0m（都市計画決定幅員 16.0m） 

北側：市道若 3-203 号線 幅員約 6.0ｍ 

インフラ情報 

上水道 ・東：市道若 3-358 号線に埋設配管 DIP150 

・西：市道若 3-182 号線に埋設配管 RRHIVP100 

・南：市道幹Ⅰ-11 号線に埋設配管 DIP150、敷地内引込 DIP100 

・北：市道若 3-203 号線に埋設配管 RRHIVP100、VP75 

  敷地内引込 PP50-GP50（量水器 BOX 有り） 

下水道 ・分流式処理区域（下水道処理区域：会津若松） 

・東：市道若 3-358 号線に埋設配管 HP250、敷地内汚水桝 2 箇所 

・西：市道若 3-182 号線に埋設配管 VU250 

・南：市道幹Ⅰ-11 号線に埋設配管 VU250、敷地内汚水桝 2 箇所 

・北：市道若 3-203 号線に埋設配管 VU150～250、敷地内汚水桝 4 箇所 

ガス ・都市ガス（13A：若松ガス） 

・東：市道若 3-358 号線に埋設配管 PEU100A 

・西：市道若 3-182 号線に埋設配管 PEU50A 

・南：市道幹Ⅰ-11 号線に埋設配管 PEU50A（南側歩道部） 

・北：市道若 3-203 号線に埋設配管 PEU50A、敷地内引込配管 PEU50A 有り 

電気 ・東：市道若 3-358 号線に城東線、・西：市道若 3-182 号線に上町幹線 

・南：市道幹Ⅰ-11 号線に病院前線、・北：市道若 3-203 号線に上町東線 

電話 ・東：市道若 3-358 号線に千石線、・南：市道幹Ⅰ-11 号線に上町線/花春線 

・北：市道若 3-203 号線に栄町線 

区域区分 

用途地域 

都市計画区域内 市街化区域 

第二種住居地域 

防火地域 法第 22 条区域 

法定建ぺい率 60％ 

法定容積率 200％ 

景観条例 

景観重点地区として「鶴ケ城周辺地区」に該当 

そのうち、市道幹Ⅰ-11 号線に面する一部は「沿道景観形成地区」、市道若
3-182 及び市道若 3-203 号線に面する一部は「天守閣眺望保全地区」、その
他の部分は「景観形成推進地区（高さ規制なし）」に該当 

斜線制限 
道路斜線：道路幅員 L×1.25（適用距離 20m） 

隣地斜線：道路幅員 L×1.25＋20m 

日影規制 
建築物の高さが 10m を超える場合 

：測定面 4ｍ 5 時間/3 時間 

ﾊｻﾞｰﾄﾞﾏｯﾌﾟ 

洪水浸水想定区域：0～0.5m 浸水想定区域に該当 

土砂災害警戒区域：該当しない 

最大震度：東縁断層帯震度 7、西縁断層帯震度 6 弱のエリアに該当 

液状化率：0.1%～1％のエリアに該当 

土壌汚染対策 要措置区域指定なし（3,000 ㎡以上の土地の形質の変更時、要届出） 

埋蔵文化財保護 
遺跡「若松城郭内武家屋敷跡」範囲内に該当 

試掘調査、遺跡保存に向けての協議、届出・通知が必要 

開発協議 開発協議が必要 
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２ 公共施設等の施設概要 

公共施設等の概要は、次のとおりである。その他詳細は、要求水準書にて示す。 

 

【屋内機能】 

機  能 規  模 概  要 

子どもの 

屋内遊び場機能 
900 ㎡ 

プレイルーム（トイレ、遊具等用倉庫等含む）、デジタルルー

ム 

相談・多目的 

スペース機能 
300 ㎡ 

多目的ルーム、診療・相談室、消毒・洗濯室 

その他機能 

（共用部含む） 850 ㎡ 

風除室（エントランスホール）、オープンスペース、一時預か

りスペース、事務室、救護室、スタッフルーム、ロッカー、

倉庫、飲食・休憩スペース等 

合  計 2,050 ㎡ 実用途に供する部分 

【屋外機能】 

機  能 規  模 概  要 

駐車場 

（公共施設等用） 

約 190 台 

以上 

約 6,000 ㎡以上（通路等を含み、その他外構等は含まず）を

想定 

防災機能 約 150 ㎡ 備蓄倉庫など 

広場・緑地機能 
約 3,000 ㎡

以上 

日常時：ピクニック・憩いの場・イベント実施として活用 

災害時：一時避難場所として活用 

その他外構等 適 宜  

 

３ 各業務に関する提案の条件 

施設整備業務、維持管理業務、開業準備業務及び運営施設の運営業務については、「要求水

準書」及び「様式集」に従い、提案書類を作成すること。 

 

４ 事業計画に関する提案の条件 

事業計画については、「様式集」及び次の事項に従い、提案書類を作成すること。 

(1)  設計・建設業務に係る対価 

市は、建設ＪＶが実施する設計・建設業務に係る対価を設計・建設工事請負契約に基づき

支払う。支払方法の詳細については、「別紙２ 対価の支払方法」を参照すること。 

(2)  開業準備業務、維持管理業務及び運営業務に係る対価 

市は、開業準備業務、維持管理業務及び運営業務に係る対価を開業準備委託料又は指定管

理料として支払う。支払方法の詳細については、「別紙２ 対価の支払方法」を参照すること。 

 

５ 物価変動等による対価の改定 

施設整備業務、開業準備業務、維持管理業務及び運営業務に係る対価の改定の詳細について

は、「別紙２ 対価の支払方法」を参照すること。 
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６ モニタリングによる対価の減額等 

市は、モニタリングを行い、募集要項等で定められた要求水準が満たされていない場合は、

開業準備業務、維持管理業務及び運営業務に係る対価の減額等を行う。モニタリングの考え

方・手法等の詳細については、「別紙３ モニタリング実施要領等」を参照すること。 

 

７ 提案価格 

市が支払う施設整備業務、開業準備業務、維持管理業務及び運営業務の合計金額を本事業の

提案価格として提案すること。 

 

提案上限価格： 

5,168,889千円（現在価値換算前の実額ベースで、消費税及び地方消費税を含む。） 

 

提案上限価格の内訳（参考）については次のとおりとする。本内訳は、本事業の要求水準設

定条件として市が想定したものであり、提案に際して市から応募者に指定するものではない。

また、開業時期を前倒しした場合、発生する追加費用を市は負担しない。 

区分 
内訳金額 

（消費税及び地方消費税を含む。） 

設計・建設工事請負代金 2,680,029千円 

開業準備委託料及び指定管理料（開業準備業務、維

持管理業務及び運営業務） 

2,488,860千円 

 

なお、要求水準書第２章の２(1)①エで示す雨水流出抑制対策施設については、本事業であ

る公共施設等の整備業務に含まれる（市が負担する設計・建設工事請負代金に含まれる）。 



 

23 

 

第６章 事業者の責任の明確化等の適正かつ誠実な実施の確保に関する事項 

 

１ 選定の方法 

本事業における事業者の募集及び選定については、競争性及び透明性の確保に配慮した上

で、公募型プロポーザル方式により行うこととする。 

 

２ 委員会の設置 

市は、学識経験者及び有識者を中心に構成される「県立病院跡地利活用事業事業者選考委員

会」（以下「委員会」という。）を設置する。 

なお、委員会の委員名等については、事業者選定後の資料にて公表する予定であるが、本事

業について委員に故意に接触した者及び接触を試みた者については、参加資格を失うものとす

る。 

 

３ 審査の手順及び方法 

(1)  参加資格審査 

参加表明時に提出する参加表明書等について、参加資格要件の具備を確認し、市は参加資

格審査結果を応募者の代表企業に通知する。 

 

(2)  提案審査 

「評価基準」に従って、審査委員会において提案書類を総合的に審査・評価する。 

 

(3)  審査項目 

審査項目は「評価基準」に示す。 

 

(4)  審査結果 

市は、選定委員会による審査結果に基づき優先交渉権者及び次点交渉権者の決定を行い、

その審査結果を応募者に対して文書により通知する。また、市ホームページ等で公表する。 
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第７章 優先交渉権者決定後の手続き 

 

１ 事業契約書等の作成 

市と優先交渉権者は、事業契約書等（案）に基づき、事業契約書等を作成するものとする。 

 

２ 次点交渉権者との協議 

(1)  事業契約等の内容に関する協議が成立しない場合 

市は、優先交渉権者と事業契約等の内容に関する協議が成立しない場合、次点交渉権者を

優先交渉権者とみなして協議を行う。 

 

(2)  事業契約等締結までに優先交渉権者が参加資格要件を欠くに至った場合 

市は、事業契約等締結日前日までに優先交渉権者が前記第３章の１「応募者の備えるべき

参加資格要件」で定める要件を欠くに至った場合は、次点交渉権者を優先交渉権者とみなし

て協議を行う。 

 

３ 事業契約等の締結 

(1)  事業契約等の締結 

基本契約、開業準備業務委託契約に関して、令和７年 12月に本契約を締結する予定であ

る。また、市は、設計・建設工事請負契約に関する議案を令和 7年 12月市議会定例会議に

提出し、公共施設（公の施設）の設置条例に関する議案を令和７年 12月以降の市議会定例

会議に提出する予定である。 

 

(2)  契約内容 

事業契約書等において、事業契約等を締結する建設ＪＶ、開業準備受託者及び運営ＪＶが

遂行すべき業務内容、請負代金及び開業準備委託料、指定管理料の算出方法、支払方法及び

損害賠償等を定める。 

 

(3)  事業契約等に係る契約書作成費用 

事業契約等の検討に係る優先交渉権者側の弁護士費用及び印紙代等、契約書等の作成に要

する費用は、優先交渉権者の負担とする。 

 

４ 契約保証金 

(1)  設計・建設工事請負契約 

建設ＪＶは、契約保証金納付期間内に契約金額の 100 分の 10 以上(当該金額に１円未満

の端数があるときは、その端数金額を切り上げた金額)の契約保証金を納付すること。 

 

(2)  開業準備業務委託契約 

開業準備受託者は、業務開始日までに委託料の 100 分の 10 以上(当該金額に１円未満の

端数があるときは、その端数金額を切り上げた金額)の契約保証金を納付すること。ただ
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し、市財務規則第 105 条の規定に該当する場合は、免除とする。 

 

５ 保険 

事業者は本事業に関連する保険に加入することとする。 

 

６ リスク管理方針 

(1)  基本的考え方 

本事業における責任分担の考え方は、市と事業者が適正にリスクを分担することにより、

より低廉で質の高いサービスの提供を目指すものであり、施設整備、開業準備、維持管理・

運営の責任は、原則として事業者が負うものとする。ただし、市が責任を負うべき合理的な

理由がある事項については、市が責任を負うものとする。 

 

(2)  予想されるリスク分担 

予想されるリスク及び市と事業者の責任分担は、各種契約に定めるものとする。 
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第８章 法制上及び税制上の措置並びに財政上の支援等に関する事項 

 

１ 法制上及び税制上の措置に関する事項 

事業者が本事業を実施するにあたり、法令の改正等により、法制上又は税制上の措置が適用

されることとなる場合は、それによるものとする。 

 

２ 財政上支援に関する事項 

事業者が本事業を実施するにあたり、財政上の支援を受けることができる可能性がある場合

は、市はこれらの支援を事業者が受けることができるよう努めるものとする。 

 

３ その他の支援に関する事項 

市は事業者が事業実施に必要な許認可等を取得する場合、可能な範囲で必要な協力を行うも

のとする。 
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第９章 その他事業の実施に関し必要な事項 

 

１ 議会の議決 

事業契約等のうち設計・建設工事請負契約に関する議決については、令和７年 12 月市議会

定例会議に提出する予定である。 

 

２ 指定管理者の指定 

市は、市議会の議決を得て、公共施設等を地方自治法第 244条の規定による公の施設とし、

運営ＪＶを同法第 244条の２第３項の規定による指定管理者として指定する予定である。 

 

３ 応募に伴う費用負担 

応募に伴う費用は、すべて応募者とする。 

 

４ 問合せ先 

会津若松市 企画政策部 企画調整課 

電子メールアドレス： kikaku@tw.city.aizuwakamatsu.fukushima.jp 

電話番号：0242-39-1201 

 

・現住所：令和７年５月２日まで 

〒965-0873 会津若松市追手町 2番 41号（追手町第二庁舎） 

・新住所：令和７年５月７日以降 

〒965-8601 会津若松市東栄町 3番 46号（本庁舎） 
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別紙１ 事業スキーム図（例） 

【契約スキーム（例：維持管理・運営企業が単一法人の場合）】 

 

【契約スキーム（例：維持管理・運営企業が複数法人の場合）】 

 

※ 上記例は、開業準備業務委託契約の相手方（開業準備受託者）が、指定管理に関する協定の相手方である「運
営ＪＶ」となったケース。そのほか、開業準備受託者が運営ＪＶと異なる者となる場合（例えば、事業者を構
成する企業Ａ・企業Ｂ・企業Ｃ・企業Ｄのうち、企業Ｃ・企業Ｄが維持管理・運営を実施し、指定管理者とな
る「運営ＪＶ」を構成するが、企業Ｃのみが「開業準備業務受託者」となる場合）なども想定される。 

 

【土地・建物所有等概念図】 

 
本事業用地（旧県立会津総合病院跡地等） 土地所有：会津若松市

（将来活用用地）

屋内施設
(市所有)

広場・緑地 駐車場（公共施設等用）

【公共施設等用地】 維持管理・運営：事業者

【本事業（ＤＢＯ方式）】
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別紙２ 対価の支払方法 

１ 対価の支払構成 

施設整備業務、開業準備業務、維持管理業務及び運営業務に係る対価の支払構成は次のとお

りである。 

 

費用項目 明細 

設計・建設 

請負代金 

設計業務に係る対価 ― 設計業務に係る費用 

建設業務に係る対価 ― 建設業務に係る費用 

開業準備 

委託料 

開業準備に係る対価 開業準備 

委託料 

開業準備業務に係る費用 

指定管理料 維持管理及び運営に

係る対価 

指定 

管理料Ａ 

維持管理業務及び運営業務に係る費用

（修繕・更新業務に係る費用及び一時

預かりサービスに係る費用を除く） 

修繕・更新に係る対

価 

指定 

管理料Ｂ 

修繕・更新業務に係る費用 

一時預かりサービス

に係る対価 

指定 

管理料Ｃ 

一時預かりサービス業務に要する費用

から一時預かりサービスにおける利用

料収入に係る提案金額を控除した額 

 

２ 対価の支払方法 

施設整備業務、開業準備業務、維持管理業務及び運営業務に係る対価の支払方法は次のとお

りである。 

 

費用項目 明細 

設計・建設 

請負代金 

設計業務に係る対

価 

― ・ 市は、建設ＪＶが実施する設計業務

に係る対価を設計・工事請負契約に

基づき支払う。 

・ 令和８年度において、業務終了後に

支払う（ただし、前金払いは可能で

あるが令和７年度には行わない）。 

建設業務に係る対

価 

― ・ 市は、建設ＪＶが実施する建設業務

に係る対価を設計・工事請負契約に

基づき支払う。 

・ 令和８年度から令和９年度までの各

年度において、基本的に出来高に応

じて支払う（ただし、前金払い、中

間前払いは可能）。 

開業準備 

委託料 

開業準備に係る対

価 

開業準備 

委託料 

・ 開業準備受託者は、業務終了後 30 日

以内に市に開業準備委託料の請求書

を提出する。 
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・ 市は、請求書受理日から 30 日以内に

開業準備委託料を一括で支払う。 

指定管理料 維持管理及び運営

に係る対価 

指定 

管理料 

Ａ 

・ 運営ＪＶは、各事業年度の各四半期終

了後 30 日以内に市に指定管理料Ａの

請求書を提出することを原則とする

（ただし、市が認めた場合、四半期開

始時に請求書を提出することを認め

ることがある）。 

・ 市は、請求書受理日から 30 日以内に

指定管理料Ａを支払う。 

・ 第１回支払時期は、令和 10 年度第１

四半期分の請求からとし、計 60回に

分け各回均等で支払う。 

修繕・更新に係る

対価 

指定 

管理料 

Ｂ 

・ 運営ＪＶは、各事業年度の各四半期終

了後 30 日以内に市に指定管理料Ｂの

請求書を提出する（ただし、市が認め

た場合、四半期開始時に請求書を提出

することを認めることがある）。 

・ 市は、請求書受理日から 30 日以内に

指定管理料Ｂを支払う。 

・ 第１回支払時期は、令和 10 年度第１

四半期分の請求からとし、計 60 回に

分けて支払う。 

・ ５年毎に区分し、それぞれの区分にお

ける各回の支払を同額にするものと

する。 

一時預かりサービ 

スに係る対価 

指定 

管理料 

Ｃ 

・ 運営ＪＶは、各事業年度の各四半期終

了後 30 日以内に市に指定管理料Ｃの

請求書を提出する（ただし、市が認め

た場合、四半期開始時に請求書を提出

することを認めることがある）。 

・ 市は、請求書受理日から 30 日以内に

指定管理料Ｃを支払う。 

・ 第１回支払時期は、令和 10 年度第１

四半期分の請求からとし、計 60 回に

分け各回均等で支払う。 

 

【指定管理料の支払い時期】 

費用項目 支払日 

第１四半期 ４月１日～６月 30 日 ・指定管理料： 

請求書受領日から 30日以内 第２四半期 ７月１日～９月 30日 

第３四半期 10月１日～12月 31日 

第４四半期 １月１日～３月 31日 
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３ 物価変動による改定 

(1)  施設整備業務に係る対価の改定 

設計・建設工事請負契約に定める。 

 

(2)  開業準備業務、維持管理業務及び運営業務に係る対価の改定 

① 改定の条件 

開業準備委託料、指定管理料Ａ、指定管理料Ｂ、指定管理料Ｃは、物価変動に基づき年

１回改定することができるものとし、応募者が提案する金額に物価変動を勘案して定まる

額とする。 

ただし、前回改定時（初回は公募開始年度）からの物価変動が±1.5％以内の場合には改

定しない。なお、変動の大小にかかわらず、運営ＪＶは、市へ書面により毎年報告を行う。 

毎年、５月末時点で公表されている最新の指標（直近 12 か月分の平均値）に基づき見直

しを行い、翌年度の委託料を確定する。 

改定された指定管理料は、翌年度の第１四半期以降の支払に反映させる。 

なお、開業準備業務料は、令和９年５月末で公表されている最新の指標に基づき見直し

を行い、業務終了時に支払う開業準備委託料を確定するものとする。 

 

② 改定の計算方法 

開業準備委託料、指定管理料Ａ・Ｂ・Ｃについて、費用区分は次のとおりとする。 

 

費用項目 区分 

開業準備委託料、 

指定管理料Ａ、 

指定管理料Ｃ 

Ⅰ 人件費 

Ⅱ 光熱水費 Ⅱ－１ 電気代金 

Ⅱ－２ ガス料金 

Ⅱ－３ 水道料金 

Ⅱ－４ 下水道料金 

Ⅱ－５ その他 

Ⅲ その他費用 

指定管理料Ｂ Ⅳ 修繕・更新費用 

 

※区分は、契約締結時に事業者提案を踏まえ、市と協議により分割等をすることも可能とする。 

 

開業準備委託料及び指定管理料Ａ・Ｂ・Ｃの物価変動による改定の計算式は次のとおり

である。 

 

𝐘 = 𝐗 ×  𝛂 

Y:  改定後の各支払額  

X:  改定前の各支払額 

α:  改定率  (=  改定時の指数 前回改定時の指数⁄ ) 
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※ 当該指数については下記③に示すとおりである。 
※ 改定が行われるまでは契約締結年度における当該指数を前回改定時の指数とする。 
※ 当該指標（直近 12 か月分の平均値）に小数点以下第４位未満の端数が生じた場合は、

これを切り捨てるものとする。 
※ 当該改定率に小数点以下第４位未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。 
※ 改定後の当該費用に小数点以下の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。 

 

③ 物価変動の判断に用いる指数 

物価変動の判断に用いる指数は次のとおりとする。 

 

費用項目 区分 

区分Ⅰ 毎月勤労統計調査（厚生労働省）： 

賃金指数（きまって支給する給与／調査産業計） 

区分Ⅱ Ⅱ－１ 消費税を除く国内企業物価指数（日本銀行調査統計局）：事業用電力 

Ⅱ－２ 消費税を除く国内企業物価指数（日本銀行調査統計局）：都市ガス 

Ⅱ―３ 事業者が提案した使用水量に対する市上下水道局の水道料金に基づ

き計算された合計金額を提案使用水量で除した水道料金単価 

Ⅱ―４ 事業者が提案した使用水量に対する市上下水道局の下水道料金に基

づき計算された合計金額を提案使用水量で除した水道料金単価 

Ⅱ―５ 消費者物価指数（総務省統計局）： 

品目別価格指数「プロパンガス」、「灯油」、「他の光熱」 

（上記については、事業者提案により必要有無を判断する） 

区分Ⅲ 消費税を除く国内企業物価指数（日本銀行調査統計局）：総平均 

区分Ⅳ 建設物価（一般財団法人建設物価調査会）： 

建設費指数(事務所Ｓ－工事原価、仙台) 

 

※ 消費税率変更があった場合には、物価指数の特性を踏まえつつ、消費税率変更の影響を合理
的に除外した上で計算する。 

※ 指標は、契約締結時に事業者提案を踏まえ、市と協議により変更することも可能とする。 
※ 用いている指標がなくなる、内容が見直されて本事業の実態に合わなくなるなどの場合は、

その後の対応方法について市と事業者との間で協議して定めるものとする。 

 

④ 消費税及び地方消費税の改正による改定 

消費税及び地方消費税が改正された場合、市の開業準備受託者または運営ＪＶへの支払

に係る消費税及び地方消費税については、市が改定内容に合わせて負担する。 

 

⑤ その他要因による変更 

類型的または特別に影響を及ぼす法令の制定・改正に伴う増加費用は、市が負担する。

また、社会経済情勢の大幅な変動又は業務の変更が生じたこと等により、各業務に要する

費用や一時預かりサービスの収入における著しい増減が生じた場合、開業準備委託料又は

指定管理料の変更に関する協議を行うことができる。 
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別紙３ モニタリング実施要領等 

１ モニタリングの基本的な考え方 

市は、事業者が事業契約書等に定められた業務を確実に遂行し、かつ、要求水準を達成して

いることを確認するため、モニタリングを実施する。 

市と事業者は、上記目的を達成するために、相互に協力して利用者にサービスを提供してい

ることを意識し、意思疎通や認識の統一を図ることを常に念頭に置かなければならない。 

モニタリングは、開業準備委託料及び指定管理料の減額を目的とするのではなく、市と事業

者との対話を通じて、施設の状態を良好に保ち、利用者が安全・便利に利用できる水準を保つ

ことを目的に実施するものである。 

 

２ モニタリングに関する費用負担 

市が実施するモニタリングに係る費用は、市が負担し、事業者が自ら実施するモニタリング

及び書類作成等に係る費用は、事業者の負担とする。 

 

３ モニタリングの実施内容 

(1)  モニタリングの実施方法 

① 開業準備段階におけるモニタリング 

ア  定期モニタリングの実施 

市は、事業者が提出する月次報告書及び開業準備報告書に基づき、定期モニタリング

を行う。 

市は、定期モニタリングとして、事業者が作成し提出した月次報告書及び開業準備報

告書の内容を確認するとともに、施設を巡回し、あらかじめ協議の上定めたモニタリン

グ項目に従い、各業務の遂行状況を確認・評価する。 

 

イ  随時モニタリングの実施 

市は、必要に応じて随時、施設巡回、業務監視及び事業者に対する説明要求等を行

い、各業務の遂行状況を直接確認・評価し、その結果を事業者に通知する。 

市は、事業者に、説明要求及び立会いの実施を理由として、本施設の開業準備業務の

全部又は一部について、何ら責任を負担するものではない。 
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② 維持管理・運営段階におけるモニタリング 

ア  定期モニタリングの実施 

市は、事業者が提出する月次報告書、四半期報告書及び年次報告書に基づき、定期モ

ニタリングを行う。 

市は、定期モニタリングとして、事業者が作成し提出した月次報告書、四半期報告書

及び年次報告書の内容を確認するとともに、施設を巡回し、あらかじめ協議の上定めた

モニタリング項目に従い、各業務の遂行状況を確認・評価する。 

 

イ  随時モニタリングの実施 

市は、必要に応じて随時、施設巡回、業務監視及び事業者に対する説明要求等を行

い、各業務の遂行状況を直接確認・評価し、その結果を事業者に通知する。 

市は、事業者に、説明要求及び立会いの実施を理由として、本施設の運営業務及び維

持管理業務の全部又は一部について、何ら責任を負担するものではない。 

 

項目 事業者 市 

定期モニタリング 

①セルフモニタリング実施計画に

従って、業務の遂行状況を整理 

②日報を作成・保管 

③月次報告書、四半期報告書及び

年次報告書（開業準備段階にお

いては、月次報告書及び開業準

備報告書）を作成・提出 

月次報告書、四半期報告書及び

年次報告書（開業準備段階にお

おいては、月次報告書及び開業

準備報告書）の確認、業務水準の

評価 

随時モニタリング ― 
必要に応じて随時、不定期に、直

接確認 
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(2)  要求水準を満たしていない場合の措置法 

市は、モニタリングの結果、開業準備業務、維持管理業務及び運営業務が要求水準を満た

していないと判断した場合は、次の措置を行う。 

 

① 是正勧告（レベルの認定） 

市は、事業者の業務の内容が要求水準等を満たしていないと判断される事象が発生した

場合、速やかに係る業務の是正を行うよう事業者に対して是正勧告を書面により行うもの

とする。また同時に、是正レベルの認定を行い、事業者に通知する。事業者は、市から是

正勧告を受けた場合、速やかに是正対策と是正期限について市と協議を行うとともに、是

正対策と是正期限等を記載した是正計画書を市に提出し、市の承諾を得るものとする。 

なお、是正レベルの基準は次のとおりである。 

 

項目 
重大な未達 

（10ポイント） 

軽微な未達 

（当初 0ポイント、是正が認められ

ないと判断する場合 3ポイント）  

共通 

・個人情報の漏えい、改ざん、紛

失、毀損等 

・業務の放棄、怠慢 

・要求水準を満たさない状態（故

意・不衛生状態等）の放置 

・善管注意義務を怠ったことによ

る重大な人身事故の発生 

・市への連絡を故意に行わない

（長期にわたる連絡不通等） 

・業務計画書への虚偽記載、又は

事前の承認を得ない変更 

・業務報告書への虚偽記載 

・市からの指導・指示に合理的理

由なく従わない等 

・市の職員等への対応不備 

・業務報告書の不備 

・関係者への連絡不備 

・上記以外の要求水準の未達又

は事業契約等の違反等 

開業準備 
・本施設を開館するに当たり、明

らかに重大な支障がある場合等 

・本施設を開館することは可能

だが、明らかに利便性を欠く

場合等 

維持管理・運営 

・本施設の全部が１日中使用でき

ない 

・利用料金徴収代行の不備 

・災害時等における防災設備等の

未稼働等 

・施設、設備の一部が使用できな

い等 
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② 是正の確認（モニタリング） 

市は、事業者からの是正完了の通知又は是正期限の到来を受け、随時のモニタリングを

行い、是正計画書に沿った是正が行われたかどうかを確認する。 

 

③ 開業準備委託料又は指定管理料の支払留保 

上記②におけるモニタリングの結果、是正計画書に沿った期間・内容による是正が認め

られないと市が判断した場合、市は開業準備委託料又は指定管理料の支払について、是正

が確認されるまで留保することができる。 

 

④ 運営企業又は維持管理企業の変更 

上記②におけるモニタリングの結果、是正計画書に沿った期間・内容による是正が認め

られないと市が判断した場合、当該運営業務又は維持管理業務を担当している運営企業又

は維持管理企業の変更を事業者に要求することができる。 

 

⑤ 開業準備業務委託契約又は指定管理業務に関する協定の解除 

市は、次のいずれかに該当する場合は、開業準備業務委託契約又は指定管理業務に関す

る協定を解除することができる。 

ア 上記③の措置を取った後、なお是正効果が認められないと市が判断した場合 

イ 事業者が、上記④の措置を求められているにもかかわらず、当該業務を担当している企

業の代替企業を 30日以内に選定し、その詳細を市に提出しない場合 

 

⑥ 開業準備委託料又は指定管理料の減額 

ア  開業準備段階におけるモニタリング 

減額対象は開業準備段階におけるモニタリングについては開業準備委託料とし、開業

準備段階を対象に減額ポイントの累計を行い、当該委託料から当該減額割合を乗じた額

を減額して支払う。ただし、累計された減額ポイントが 10 ポイント以下の場合は当該

開業準備委託料の減額は行わない。加算された減額ポイントのレベルは上記是正レベル

の基準のとおりとするが、具体的判断は市が適宜行う。また、開業準備段階において累

計された減額ポイントは、維持管理・運営期間に繰り越されることはない。減額ポイン

トは、下記イに示すとおりとする。 

 

イ  維持管理・運営段階に関するモニタリング 

減額対象は維持管理・運営段階におけるモニタリングについては指定管理料Ａ及びＢ

とし、当該四半期を対象に減額ポイントの累計を行い、当該指定管理料から当該指定管

理料に累計減額ポイントに対応する減額割合を乗じた額を減額して支払う（なお、市・

事業者間の協議により四半期終了時ではなく開始時に指定管理料を支払う場合、当該四

半期を対象とした減額ポイントに基づく指定管理料の減額は、最終期を除き、翌期の指

定管理料の減額で対応する形を基本とする）。ただし、四半期ごとの累計された減額ポ

イントが 10ポイント以下の場合は当該指定管理料の減額は行わない。加算された減額
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ポイントのレベルは上記是正レベルの基準のとおりとするが、具体的判断は市が適宜行

う。 

また、四半期ごとに累計された減額ポイントは、翌期に繰り越されることはない。減

額ポイントによる減額割合は次のとおりとする。 

 

累計減額ポイント（Ｘ） 当該四半期の指定管理料減額割合 

1～10ポイント 0％ 

11～100ポイント 0.5×（累計減額ポイント）％ 

101ポイント～ 100％ 

 

⑦ やむを得ない事由による場合の措置 

次に該当する場合には減額ポイントは発生しないものとする。 

ア やむを得ない事由により当該状況が発生した場合で、事前に事業者により市に連絡が

あり、市がこれを認めた場合 

イ 明らかに事業者の責めに帰さない事由によって発生した場合で、市が事業者の責めに帰

さない事由と認めた場合 
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維持管理・運営段階における指定管理料のモニタリングの流れ 

 

 

※開業準備段階におけるモニタリングの場合、開業準備期間とする。また、指定管理業務に関する協定は開業準備業務委託契

約、指定管理料は開業準備委託料に読み替えるものとする。 

 

 

 

減額措置なし 
（要求水準等を満たしている場合） 

モニタリング 

・ 定期モニタリング（四半期） 

・ 随時モニタリング 

要求水準書等を満たしていないと判断される事象が発生 

是正勧告（レベルの認定） 

是正計画書に沿った是正が認められないと判断 

是正計画書に沿った是正が認められないと判断 

指定管理業務に関する協定の解除 

指定管理料の支払い留保 

減額ポイント（追加）なし 是正確認 

四半期の累積減額ポイントに 

よる指定管理料の減額 

是正確認 支払を留保していた指定管理料の支

払（四半期の累積減額ポイントによ

る減額） 
是正確認 運営企業、又は 

維持管理企業の変更 

減額ポイントの計上 

・軽微な要求水準未達(なし) 

・重大な要求水準未達(10) 

・軽微な要求水準未達(3) 

・重大な要求水準未達（10） 

指定管理料の減額措置 業務の是正についての措置 

モニタリング 


